
№ 質問項目 質問内容 回答

1

仕様書３（２）
ウ
居所等調査業務
について

居所等調査業務は弁護士判断での実施でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

2
仕様書７（２）
振込期日につい
て

「翌月の第５営業日に」と記載がありますが、「翌
月の５営業日までに」に変更することは可能でしょ
うか。

　変更は可能です。

3
仕様書７（３）
報告期日につい
て

「翌月の第３営業日までに」と記載がありますが、
「翌月の５営業日までに」に変更することは可能で
しょうか。

　変更はできません。

4
仕様書８（３）
現地調査につい
て

現地調査は、協議の上実施でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。

5

プロポーザル実
施要領２（３）
委託予定債権に
ついて

委託予定債権の詳細をご教示ください。

① 初回委託予定債権の件数・金額

② ①の内、未収発生から５年以上経過している債
権の件数・金額

③ ①の内、未収発生から５年未満の債権の件数・
金額

④ ①の内、すでに弁護士事務所やサービサー等に
委託済みの債権の件数・金額

　令和７年１０月１６日時点でのデータで以下のと
おり回答します。なお、委託開始までの回収状況等
により変動する場合があります。

① 初回委託予定債権の件数・金額
　 件数：５４件　金額：１２，８５４，８５７円

② ５年以上経過している債権の件数・金額
　 件数：４６件　金額：１２，５６１，２５７円

③ ５年未満の債権の件数・金額
　　件数：８件　 金額：２９３，６００円

④ 委託済の債権の件数・金額
　 件数：５４件　金額：１２，８５４，８５７円
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